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グループホーム つくだ 運営規程 

指定認知症対応型共同生活介護事業所 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、医療法人清和会が開設する指定認知症対応型共同生活介護の事業（以下「事

業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、認知

症により自立した生活が困難になった利用者に対して家庭的な環境のもとで、食事、入浴、

排泄等の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、尊厳のある生活を営むことがで

きるよう適切な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条  

１ 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の認 

知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状 

況を踏まえ、妥当適切に行う。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者がそ

れぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、(介護予防)

認知症対応型生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。 

６ 事業者自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 本事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称  グループホーム つくだ  

（２）所在地 福岡県柳川市佃町７９３番地１ 
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（職員の員数及び職務内容） 

第４条 本事業所に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。 

  ① 管理者 １名（常勤、２ユニット管理者兼務） 

     管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 

  ② 計画作成担当者 ２名（常勤、２名とも介護従業者兼務） 

     計画作成担当者(うち 1 名は介護支援専門員)は、適切なサービスが提供されるよう介

護サービス計画を作成することとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、病院等との連絡・調整を行う。 

  ④ 看護職員  1名以上 

  ③ 介護職員 １3名以上（常勤１3名うち２名計画作成担当者と兼務） 

     介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。 

 

（利用定員） 

第５条 利用定員は、１８名とする。 

 

（介護の内容） 

第６条 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は次

のとおりとする。 

  ① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助 

  ② 日常生活上の世話 

  ③ 日常生活の中での機能訓練 

  ④ 相談、援助 

⑤ 連携医療機関の協力のもと日常の健康管理 

・ 利用者に対する日常的な健康管理 

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における主治医（医療機関）との連絡調整 

・ 医療連携体制に関する指針の策定 

 

（介護サービス計画の作成） 

第７条  

１ 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの開 

始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に(介護 

予防)認知症対応型共同生活介護計画（以下介護計画）を作成する。 

２ 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意

を得る。 

３ 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況

についての評価を 3ヶ月毎に行う。 
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（虐待防止に関する事項） 

第９条 事業所は、虐待発生又はその再発を防止するため、次の各号に挙げる措置を講じるもの 

とする。 

①  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 

  従業員に周知徹底をはかる。 

②  虐待防止の為の指針を整備する。 

③  従業者に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施する。 

④  前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に 

  擁護する者）のよる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市 

町村に通報するものとする。 

 

（利用料等） 

第 10 条  本事業が提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする 

１ 事業所が、提供する事業の利用料金は、【別紙 1】料金規定による 

ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 

①家賃         ７５,０００円／月／３０日計算 

② 食費                ４０,５００円／月／３０日計算 

③水道光熱費           ９０００円／月／３０日計算 

④その他日常生活において必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用 

             実     費 

⑤入居一時金         ５０，０００円 

２ 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 

３ 月の中途における入居または退居については日割り計算とする。 

４ 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または農協口座振込によって指

定期日までに受けるものとする。 

  

（入居に当たっての留意事項） 

第 11条 入居に当たっての留意事項は、次のとおりとする。 

 一 利用者は、管理者、計画作成担当者及び介護従業者の指導による日課を励行し、共同生活

の秩序を保ち、相互の親陸に努めるものとする。 

 二 利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出るものとす

る。 
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 三 利用者は、健康に留意するものとする。 

 四 利用者は、共同生活住居の清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。 

五 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する介護支援専門員と

連携を図ることとする。 

 

２ 入居者は、共同生活住居内で次の行為をしてはならない。 

 一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。 

 二 けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 

 三 共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

 四 指定した場所以外で火気を用いること。 

 五 故意に共同生活若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。 

 

（非常災害対策） 

第１2 条 管理者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定めるととも

に、非常災害に備えるため、年２回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。 

 

（その他運営についての重要事項） 

第１２条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。 

 ① 採用時研修   採用後１ヶ月以内 

 ② 継続研修    年２回 

２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

３ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき

旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。 

４ 当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ず身体拘束等を行

う場合には、その態度及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由

などを記録するものとする。なお、その詳細な手順等については別に定めるものとする。 

５ この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、医療法人と管理者との協

議に基づいて定めるものとする。 

 

付 則 この規程は、平成 18年 3月 1日から施行する。 

平成 18年 4月 1日改正 

平成 20年 9月 21日改正 

平成 21年 4月 1日改正 

平成 21年 6月 1日改正 
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平成 22年 4月 1日改正 

平成 23年 11月 5日改正 

平成 24年 4月 1日改正  

平成 26年 5月 1日改正 

平成 27年 4月 1日改正 

    平成 27年 8月 1日改正 

    平成 28年 2月１日改正 

平成 28年 5月１日改正 

平成 29年 4月１日改正 

平成 29年 7月１日改正 

平成 30年 4月１日改正 

平成 30年 8月１日改正 

令和 3年４月１日改正 

令和 5年 7月 1日改正 

令和 6年 10月 1日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

□ 第 10条の利用料等については、別紙１表を参照。 

 

 

 

【別紙１】    

１．基本料金（厚生労働大臣の定める基準による。） 

 

＊介護保険負担割合に定められた割合に伴い負担額が異なる場合があります。 

    （2割負担の場合は表記金額の倍、3割負担の場合は表記金額の 3倍になります。） 

 

（１） 認知症対応型共同生活介護 (認知症対応型共同介護生活介護費Ⅱ) 
  

 

区  分 利用者負担（１日） 利用者負担（３０日） 

要介護 １       ７53円／日 22,590円／月 

   要介護 ２ 788円／日 23,640円／月 

   要介護 ３ 812円／日 24,360円／月 

要介護 ４ 828円／日 24,840円／月 

   要介護 ５ 845円／日 25,350円／月 

 

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護 (介護予防認知症対応型共同生活介護Ⅱ)  

 

 

 区  分 利用者負担額（1日） 月額利用者負担額（30日間） 

 要支援 ２ 749円／日 22,470円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．加算（厚生労働大臣の定める基準による。） 

 

（１）認知症対応型共同生活介護   
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 加   算 利用者負担額 月額利用者負担額（30日間） 

  
サービス提供体制強化加算

Ⅱ  
18円／日  540円／月 

 

 
医療連携加算 47円／日 1,410円／月 

      

① 看取り介護加算  

       ７２単位／日 （死亡日以前３１日以上４５日以下）  利用者負担  72円／日 

144単位／日 （死亡日以前 4日以上 30日以下）  利用者負担 144円／日 

 

 ６８０単位／日 (死亡日の前日及び前前日） 利用者負担６80 円／

日   

１２８０単位／日 (死亡日)       利用者負担１２８０円／日            

 

                   
 

 

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護 
 

 加   算 利用者負担額 月額利用者負担額（30日間） 

 
サービス提供体制強化加算

Ⅱ  
18円／日 540円／月 

（３）介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護 

① 退居時相談援助加算 400単位／1回  

       利用者負担 400円／1回のみ  

② 若年性認知症利用者受入加算 120単位／日  

     

（４）初期加算 

入居日から起算して 30日以内の期間については１日 30円の初期加算が加算されます。 

また、医療機関に 1 ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算が加算され 

ます。 

 

（５）入院時加算 

入院後 3 ヶ月以内に退院が明らかに見込まれる場合は、1月に 6日を限度として 246単位／

日 

が加算されます。 

 

（６）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

所定単位数に 12.5％を乗じた単位数で算定し負担割合によって加算されます。 

小数点以下は四捨五入されます。 
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（７）口腔衛生管理体制加算   30単位／月 

 口腔衛生管理の為、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対

する口腔ケアに係る技術的助言及び指導がある場合。 

 

 （８）口腔・栄養スクリーニング加算    20単位／回（6 ヶ月に 1回を限度とします。） 

 定期的（利用開始時及び利用中 6月ごとに栄養スクリーニングを行い、栄養状態に係る情報を

計画作成担当者に文書で共有し、栄養改善に取組みます。 

 

（９）生活機能向上連携加算 Ⅰ  100単位／月 

   生活機能向上連携加算 Ⅱ  200単位／月 

 自立支援・重度化防止の為、外部の事業所等のリハビリテーション専門職や医師が自事業所

を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行います。 

 

（１０）退居時相談支援加算    400単位／１回のみ 

  グループホームを退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助する

場合。 

 

 

（１１）栄養管理体制加算   30単位／月 

 管理栄養士が利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行い栄養改の取り組みを行いま

す。 

 

 

（１２）科学的介護推進体制加算  40単位／月 

科学的に効果・自立支援・重症化防止の質の高いサービスを提供することを目的に厚生労働

省へのデーター提出とフィードバックをします。 

 

（13） 協力医療機関連携加算   100単位／月 

    協力医療機関との間で、入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に実施」しま

す。 

※介護予防認知症対応型共同生活介護の場合を除く。 

 

（１４）退居時情報提供加算     250単位／回  

    医療機関へ退居する入居者等について、退居後の医療機関に対して入居者等を紹 

介する際、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供します。 
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（１５）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）   10単位／月 

    高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）    5単位／月 

     感染症法第 6条第 17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症 

の発生等の対応を行う体制の確保、研修又は訓練の参加を行います。 

 

（１６）新興感染症等施設療養費       240単位／日 

    厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、相談、診療、入院調整等を行う医 

療機関を確保し、かつ、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを 

行った場合に、1月に 1回、連続する 5日を限度として算定する 

 

 

 

 

 

３．その他の料金 

    厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。 

食事材料費 1,350円／日（40,500円／30日） 

家  賃 2,500円／日（75,000円／30日） 

水道光熱費 300円／日（9,000円／30日） 

そ の 他 
日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担する

ことが適当と認められる費用おむつ代・理容代 等  

入居一時金 50,000円 

 

 


